
第5号様式(第7条関係) 

 

会議録 

会 議 の 名 称  平成29年度 第1回清須市空家等対策協議会 

開 催 日 時  平成29年7月13日（木） 午後2時から3時 

開 催 場 所  清須市役所南館 3階 大会議室 

議 題 

 （1）空家等実態調査業務について 

 （2）空家等対策の現状について 

 （3）その他 

 

会 議 資 料 

 資料1 空家等実態調査業務について 

 別紙1 現地調査表の内容 

 資料2 空家等対策の現状について 

 (参考) 清須市特定空家等判断基準 

公 開 ・ 非 公 開 の 別 

(非公開の場合はその理由) 
 公開 

傍 聴 人 の 数 

(公開した場合) 
 1人 

出 席 委 員 
 加藤会長、水野委員、洞澤委員、百瀬委員、岡田委員、岩

田委員、坪井委員、松井委員 

欠 席 委 員  0人 

出 席 者 ( 市 )  なし 

事 務 局 

〔総務部 防災行政課〕 

 大橋部長、後藤課長、舟橋副主幹兼係長、鵜子主任 

〔総務部 税務課〕 

 吉田課長 

〔市民環境部 生活環境課〕 

 猪子課長 

〔建設部 都市計画課〕 

 飯田課長 

会 議 の 経 過 

●事務局 

定刻となりましたので、ただいまから平成29年度「第1回

清須市空家等対策協議会」を開会いたします。 

私は、本日司会を務めさせていただきます、防災行政課副

主幹の舟橋でございます。よろしくお願いいたします。 

開会に先立ちまして、委員の出席状況につきまして、ご報

告させていただきます。 

本日、委員の半数以上の方が出席されております。従いま

して、清須市空家等対策協議会条例第5条第3項の規定により

まして、本会議が成立していることをご報告いたします。 



なお、本日は、清須市附属機関等の会議の公開に関する要

綱第3条の規定により公開会議となっていますので、よろし

くお願いします。 

傍聴人各位におかれましては、同要綱第6条第4項の規定に

より、お手元に配布しました遵守事項に従っていただきます

ようお願いいたします。 

また、本日ご出席の皆様方には、清須市空家等対策協議会

条例第3条第2項の規定に基づきまして、市長より委員の委嘱

をさせていただいております。委員の任期は平成31年3月31

日まででございます。委嘱状につきましては、市長より交付

させていただくのが本来でございますが、時間の都合上、机

上配布といたしましたので、ご了承頂きたいと思います。 

それでは、開会にあたりまして、清須市空家等対策協議会

の会長であります、加藤市長からごあいさつ申し上げます。

 

（市長あいさつ） 

 

●事務局 

ありがとうございました。 

それでは、次第に沿って進めさせていただきます。大変恐

縮ではございますが、本日が今年度の第1回目の会議でござ

いますので、初めて顔を合わされる方もおみえのことと思い

ます。また、今後も皆様のご協力を得て、進めていかなけれ

ばなりませんので、それぞれの自己紹介をお願いしたいと思

います。 

それでは、弁護士の水野様から順番にお願いいたします。

 

（委員自己紹介） 

 

●事務局 

ありがとうございました。 

続きまして、事務局を紹介いたします。 

 

（事務局紹介） 

 

次に、本日お配りしました資料のご確認をお願いします。

 

（資料の確認） 

 

それでは、これより議事に入りますが、ここからの会議の

進行につきましては、会長であります加藤市長にお願いをい

たします。 

 

●加藤会長 

それでは、この会議の進行を務めさせていただきます。 

はじめに、議事（1）空家等実態調査業務について、事務

局から説明をしてください。 

 

（事務局説明） 



●加藤会長 

ただいま、議事（1）の説明が終わりました。この件につ

きまして、ご意見とかご質問がございましたら、どうぞ。よ

ろしくお願いいたします。 

 

●岩田委員 

調査委託先のカナエジオマチックスという会社ですけれ

ども、これはどういう業務を中心にやってみえるんですか。

 

●事務局 

こちらの業者は、主にはいろいろな計画ですね。都市計画

とかそういったものの計画をやる会社なんですけれども、最

近こういう計画を作られる会社は、空家の調査をやられる会

社が増えておりまして、今回は指名競争入札でこの会社が落

札したという状況でございます。実績も、豊明市等を始め結

構やってみえる会社でありましたので、今回こちらに委託先

が決まったということでございます。 

 

●岩田委員 

続いていいですか。「上位200件」という、この200という

数字はどこから出たものでしょうか。 

 

●事務局 

こちらはですね、大体という意味なんですけれども、200

件程度じゃないとまず対応がしきれないだろうというのが

ありましたものですから、まず上位200件を絞り込んでいき

たいなというふうに考えておるところでございます。 

 

●洞澤委員 

すいません。2点お伺いしたいのですが、ひとつは今回の

この作業と特定空家の判定との関係というのは、今回のこの

作業は、特定空家の判定と直接関係しないという見解でよろ

しいですか。 

 

●事務局 

はい。今のご質問なんですけども、確かに昨年、特定空家

の判断基準を既に作らさせていただいているところなんで

すが、現状ではまだ実際に市内にどれだけの特定空家となり

うる候補というのが、全部把握しきれておりませんので、そ

れを今回、この調査業務で、探すという言い方は変ですけど

も、調査をさせていただいて、特定空家の候補となりうるも

のを絞り込んでいくという業務を今回やらさせていただき

ますので、直接、その特定空家の調査業務ではないというこ

とでご理解いただければと思います。 

 

●洞澤委員 

2点目なんですが、先程200件というようなことで、現実的

な作業量の観点から200件と。そうすると、実際には空家に

なっている、問題はない状況だけど空家になっているかもし



れないところがこの200件にもし入らない場合に、今の200

件をベースに空家台帳を作ったときには漏れがありうると

いうか、空家といってもすごく概念として流動的なので、人

によって空家と見たり、所有者にとってはそうでないとかと

ある中で、だから僕は台帳を作るときの難しさはあると思う

んですけど、200件で台帳作成のための把握すべき空家とい

うのは網羅できるものなのかどうかというのを。 

 

●加藤会長 

全体的にどのくらいを予測しているんですか。 

 

●事務局 

多分、見るだけですと、空家としてまず最初に出てくるの

は、5、600は出てくるんじゃないかなというふうに考えてい

ます。空家ですね。空家という定義で出てくる建物は、 

5、600出てくるんじゃないかと思ってます。その中で、現状

では、今度特定空家になりうるであろうというものを200ま

でしぼっていきたいなと考えています。 

 

●洞澤委員 

ちょっとこれ、きちんと制度のことを見てないんですけ

ど、空家台帳に載っている空家というのは、特定空家という

ことではないんですか。 

 

●事務局 

今のご質問ですと、リスト的にはまず500から600見たもの

を全部リスト化します。その中で、やっぱり管理をされてい

る空家というものもありますので、それを削除していったう

えで、今度特定空家となりうる候補のものをしぼり込んでい

きたいというふうに考えておるところでございます。 

 

●百瀬委員 

今後、空家候補の抽出が行われるということなんですけど

も、清須市全域において、まず空家と思われる物件を全て選

び出して、その中から上位200件を取り扱っていくという認

識でよろしかったでしょうか。 

 

●事務局 

はい。今、百瀬委員がおっしゃられるとおりで、全部とり

あえず空家と考えられるものを拾い上げて、リストを作らさ

せてもらって、その中で管理状態ですとか現況を見た状況で

上位200件にまずはしぼっていきたいというふうに考えてい

ます。これがひょっとすると200以上になるかもしれないん

ですけども、そこは今のところひとつの線区切りとして200

という数で考えています。 

 

●岩田委員 

先程のカナエジオマチックス調査委託ですけども、どれく

らいの体制で、調査する人間の服装ですね、調査しているこ



とがわかるような服装とか、そのへんの表示やなんかはどう

いうふうに。 

 

●事務局 

一応、こちらから身分証明書を出します。名札に市長印を

つけさせてもらった身分証明書と、あと腕章をつけてくれと

いう対応をしております。で、8月号広報にこういう方が回

りますということを市民周知する予定でおります。 

 

●岩田委員 

8月の市民広報ですか。 

 

●事務局 

8月の市民広報です。 

 

●岩田委員 

身分証明書は首からぶら下げるもので、腕章はどのような

ものですか。 

 

●事務局 

普通の腕章だと思います。「調査員」という。 

 

●岩田委員 

それから調査の内容ですけれども、一般に訪問してメー

ターを見るといったような、普通のガスだとか電気だとか一

般の企業が出入りして見るような範囲を超えるような、要は

敷地の中で、カーテンだとかそういうようなところというと

本来のメーター以外のところへ入っていくような、そういう

状況が起きないかと。 

 

●事務局 

原則は敷地外からの目視ということでお願いをしている

ところです。メーターにつきましては、確認するか確認しな

いかはそのときの状況によると思うんですけれども、メー

ターの状況って言ったら変ですけど、契約状況というのが、

直接ガス業者さんや水道事業者さんからのご提供がありま

せんので。ピンポイントにしぼったところの情報提供はして

いただけるということでございましたので、まずそこを見た

上で、ここの開栓状況はどうですか、という質問はかける可

能性があります。 

当初、水道事業者さんのほうに開栓状況を全部リスト化し

ていただけないかということでご相談を差し上げたところ、

それは出せないということでしたので、現状、空家を見に

行ってそこが空家であるかということをある程度確認した

うえで、そこの物件の開栓状況を確認すると、事業者さんに。

中に入ってメーターを見るわけではなくて。 

 

●岩田委員 

特定の、ここが空家の可能性があるというふうで、過程を



示せば教えてくれると。 

 

●事務局 

そういうお話をいただいております。 

 

●岩田委員 

あと、何人くらいでやるというのは。 

 

●事務局 

全体の人数はわからないんですけど、1か所を見に行くの

に1人から2人、基本的には2人で行ってくれとは言ってあり

ます。市内は自転車で回るということを聞いております。 

 

●岩田委員 

要は1日に活動する人間が2人だと。 

 

●事務局 

それが地区によって、2人の3チームで6人かもしれません、

最大では。 

 

●岩田委員 

その辺はまだわからないと。 

 

●事務局 

わかりません。最初にまずリスト化、ある程度のところの

これを見に行くというのをしぼりますので、その件数があま

りに多いようですと人数を増やしてもらわないといけない

ものですから。 

 

●岩田委員 

心配しているのが、要は不審者ということで。まず敷地外

が原則ということですので、原則「外」というふうだと、例

えば、水道栓などで特定した可能性の高いところでメーター

を見に入るとかいうようなことだと思うんですけども、業務

とは違った委託のところが入るので、厳密に言うと土地の所

有者やなんかから指摘があると、勝手に入られたとか、そう

いう苦情に発展する可能性があるような気がします。 

それから、間違えて見る可能性ですね。市のほうから業者

のほうに与えた情報で、間違えて違う家に行って、それを捉

えて、実際に住んでいるところからトラブル・苦情というよ

うな可能性も考えられますので、そういったことについても

対応や何かを考えておいたほうがいいんじゃないかと。 

 

●事務局 

その件につきましては、事業者と十分に打合せさせていた

だきますし、まだ調整ができてないとは思うんですけれど

も、警察のほうにこれくらいのときにこの辺を回りますとか

いうふうに連絡をさせていただいたほうがよろしいんで

しょうか。 



●岩田委員 

多分、通報が入ると思います。広報自体、皆さんテレビや

ラジオのようなもので周知される内容じゃないので、周知の

方法自体が広報しているだけだというふうだと、知らない家

庭が多数だと思うので、おかしなの出回っているけど本当に

こういうことやっているんですか、というような、警察のほ

うにも市のほうにも、市のほうの調査士だということであれ

ば、市のほうにも行くんじゃないかなと思います。ですので

事前にいつ頃からいつ頃までの間に、2人何組のチームがど

こどこの地区を回りますよ、というのがわかれば、こちらも

一応そういう情報を頭に入れて現場確認だとか対応できま

す。そのまま鵜呑みで返事はしません。実際にそういうのを

知って、逆にそれを悪用するケースもあるので。確認して回

答するという形になると思います。 

 

●事務局 

できる限りの情報提供はさせていただきたいと思います

ので、こちらのほうも。 

 

●加藤会長 

あれって、ガスとか水道のメーターを調べる人は勝手に

入っていってもいいという許可が。 

 

●岩田委員 

契約ですので、あれは。 

 

●岡田委員 

ちょっといいですか。今警察の方からお話がありました

件、私もちょっと心配がありまして。広報で皆さんに周知す

るというお話でしたけど、実際、7月中に抽出するわけです

よね、空家。やっぱりその広報の出し方もですね、一般市民

の方にいろいろわかりやすい周知のやり方を少し、どんな感

じを考えておるのかわかりませんが、まあ時間もあまりない

ようですから、原稿もできてるかどうか知らないけれども。

そういうものは例えば腕章程度でいいのか、もっと派手に

ジャンパーみたいなのを着たりとか、それはわかりませんけ

れども、やっぱり一般市民てね、不審になっても困りますか

らね。そこら辺をひとつご検討をよろしくお願いします。 

 

●事務局 

わかりました。服装等につきましてはもう一度検討させて

もらいます。で、広報紙と申し上げましたけど、市が発信で

きるものについては全てやりたいと思いますので、ホーム

ページ上ですとか、そういうところでも掲載をさせていただ

こうと思っております。 

 

●岩田委員 

参考までですけど、警察官の巡回連絡というのがあって、

各家庭を回って警察の情報発信と地域の情報収集という形



で回らせてもらっているんですけれども、制服で回っても、

今来たのは本当に警察官ですか、という苦情が入ることがあ

ります。ですので、まだ他で一般的ではないこういう調査を

やられれば、そういう可能性が高いと思います。 

 

●加藤会長 

松井さん、どうぞ。 

 

●松井委員 

よろしいですか。先程の空家が5、600あって200にしぼる

という、そのしぼる方法っていうのは、別紙1にあるアンケー

トを数値化して、優先順位を決めてしぼっていくということ

でしょうか。 

 

●事務局 

今のところはそう考えています。やはり数値化をすること

によって、より特定空家になりうる可能性が高いであろうと

いうものをやはり上位でしぼっていきたいというふうに考

えています。 

 

●加藤会長 

他にはよろしいですか。 

それでは、他にご意見もないようですので、議事（1）空

家等実態調査業務についての説明を終わります。 

次に、議事（2）空家等対策の現状について、事務局から

説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

●加藤会長 

ただいま、議事（2）の説明が終わりました。この件につ

いてご意見・ご質問はございますか。 

 

●岩田委員 

この相談内容の草生え、屋根壁等の損壊、それからゴミ害

虫等ですけれども、屋根壁等の損壊、老朽化、そういうよう

な関係だと思うんですけれども、それと同じかもわかりませ

んけれども、西枇杷島の関係ではないんですけど、以前あっ

たのは、要はお化け屋敷ということでネット上で取り上げら

れて、ネット上や何かで取り上げられると、一気に全国あち

こちからお化け屋敷ということで肝試しだとか、好奇心を

持って見に来る、というような状況がありますので。それと

少年や何かの出入りですね。タバコ吸ってシンナーを吸った

り、いろいろたむろしたりというような、そういうようなこ

とで使われるというようなことがあるということで、参考で

すけども。 

 

●加藤会長 

ありがとうございます。 



●松井委員 

よろしいですか。この空家、今回市のほうにあった苦情が

60なん件ということですけども、例えば空家になったやつで

税金、固定資産税はほとんどが払われているんでしょうか。

 

●事務局 

実はですね、空家の建物はわりと古い建物が多いものです

から、建物だけで見ますと免点未満ということで、課税はし

ているんですけど、税金が出ない建物というのがありまし

て、そういうのが結構該当しているのが多いんです。そうす

るとどういうことが起きるかと言いますと、未登記物件なん

かですと、所有者が何十年も前の方の名前のままになってお

りまして、その方がご存命なのかどうかも現状ではわからな

いと。こちらが苦情をもらった後に、その当時の住所から戸

籍謄本なり住民票なりの請求を他市町なんかですとするん

ですけど、まったく途絶えちゃってわからないという物件が

0ではないです。正直な話。 

 

●松井委員 

全体の空家、市が把握している数の中で、本当に数パーセ

ントくらいなのか、その割合もわからないわけですか。 

 

●事務局 

固定資産税の内容についてはですね、払われているものも

あれば払われていないのもあるし、課税のされていないもの

もあると、色々なケースがあるということですね。例えば、

今回の例に挙げさせてもらったこのケースは、所有者が亡く

なった時点から未納になっています。現状では。今後どうし

ていこうかな、というのは税務課のほうとも相談していかな

ければいけないものですから。今現状では、この物件という

のは基本的には空家の苦情はもらっていないんですね。建物

としても苦情はもらっていないんですけど、その周りの自転

車ですとか生活臭いっぱいの状況がどうなんだということ

でお話をいただいておって、ちょっと調べさせてもらったら

所有者が亡くなっておって、その奥さんが外国人だったケー

ス。で、どうしましょうという話で、稀な例があったのでご

紹介をさせてもらったというところなんですけど。 

空家であっても税金は納まっています。 

 

●松井委員 

わかりました。 

 

●事務局 

弁護士の先生がお見えになるもんで、こういう場合ですけ

ど、外国へ出すにしても外国の住所や転出先がはっきりわか

らないし、ほかっておくわけにもいかないし、というふうで

どう手をつけたらいいのかと。 

 

●水野委員 



正直言うと、外国で住んでいる住所地が判明していれば、

日本の裁判所とか海外の裁判所を使って送達する方法は、ま

あ色々な国があるので国によっても違うのかもしれません

けど、先進国であれば送達する方法は、ちゃんと住所地が判

明していればあるのかなとは思いますが。でもなかなかそれ

を調べるのも容易ではない、住所地を調べるのは容易ではな

いですね。本件でひとつ思ったのは、ご主人が亡くなられた

ということで、奥様は外国のほうに行っちゃったということ

ですけど、今調べているということですけど、お子さんがい

たりすれば、他の相続人がいる可能性はあると思います。 

 

●事務局 

お子さんもいて、お子さんも全員、奥さんが連れて国へ

戻っちゃってます。ただ、お子さんはまだ小さいんで、実際

未成年の方ばっかりなんですけども、ここは。 

 

●水野委員 

ということは、今調べていただいているということですけ

ど、今少なくとも判明しているところでは、相続人全員が外

国に行っちゃっているという状況なんですね。 

 

●事務局 

これがまた複雑でして、ここにちょっと書かなかったんで

すけど、ケースですので個人名は特定しませんが、この方の

ケースでいくと、実は前妻さんがお見えになられて、前妻さ

んとのお子さんもみえるんです。ただこれ順番で行くと、や

はり亡くなったときの奥さんがトップになるはずなので。お

子さんは実は前妻さんとの間にもみえて、2番目の奥さんと

もみえるという現状ではあるんです。ただ、順番的に前妻の

お子さんに行く前に奥さんのほうに行かないといけないと

いうのがあると思うんで、そこで対応に苦慮しているところ

です。 

 

●水野委員 

遺産分割協議とかも一切していないので、一応前妻との間

のお子さんにも少なくとも共有分は、一応法律上はありま

す。だから、奥様の住所がどうしても調べられないという場

合には、前妻とのお子さんに通知するというのも、ひとつの

方法としてはありえるのかもしれません。 

 

●事務局 

これはまた、事案的には水野先生のところに改めて相談に

行かなければいけないかもしれませんので。 

 

●加藤会長 

空家かどうかという外観で見た調査はできると思うんで

すけど、そこから先、今言ったように所有者がわからないと

かどこへ連絡取ればいいのかとか、そこが一番問題になって

くる。それで初めて本格的な調査に入れるということですの



で、いくつか課題があるんですね、通っていかなければいけ

ない。まず、外観はできても意向調査はできないかもしれな

い、所有者がどこにいるかわからなければ。 

 

●事務局 

意向調査をやれない可能性のある物件はあります。 

 

●岡田委員 

先程の話もちょっと絡みますけれども、実態調査をご専門

のところへ依頼するのは、そうだろうと思っておりますけれ

ども、まず1点目は、せっかくこう委員さんが何人か見えま

すから、最終的に例えば特定空家の判定の問題があると思う

んですが、判定はどういうふうに決めるんですか。 

 

●事務局 

判定はまだ、どうやっていこうかというのをここで考えよ

うかと思っています。 

 

●岡田委員 

それらのことも含めて、委員さんで一度くらいはそういう

ところを見に行くというのをやるのかなと思っておったも

のですから。またそれは時期の問題だと思いますけどね。 

 

●事務局 

今のご意見は、調査が終わった後に、一度物件をしぼって

見に行っていただきたいなと思っています。 

 

●岡田委員 

そうですね。ぜひ。 

 

●事務局 

実質、個別に調査はやらなくちゃいけないとは思うんです

けれども、しぼられてきたときに。ただ、そのときに単純に

職員なり誰が調査員として入るのかっていうのもあります

ので、その辺も、それぞれの専門家の方々がこの会にはおり

ますので、またお知恵を拝借しながら進めなくちゃいけない

なと。その中で、こういう困った物件があるというのは、実

地で皆様方にも一度見ていただくような機会を作らなく

ちゃいけないなというふうには思っております。 

 

●加藤会長 

他によろしいですか。 

それでは、他にご意見もないようですので、議事（2）空

家等対策の現状についての説明を終わります。 

次に、議事（3）、その他について事務局から報告をお願

いします。 

 

●事務局 

はい。まず1点目でございます。昨年の11月の会議でこち



らの清須市特定空家等判断基準のほうにつきましては、継続

で議案のほうを可決させていただいております。そのとき岡

田委員のほうからご指摘をいただきました、ページをめくっ

ていただいて2ページ目なんですけれども、チェックシート

のカッコ3番です。この構造につきまして当初は在来工法で

すとか2×4ですとか色々と書かさせてもらっておったんで

すが、委員の指摘でですね、木造か非木造かということでい

いんではないかということでございましたので、こちらのほ

う訂正させていただいて、木造非木造の意見を採用させてい

ただいて、このチェックシートを作らさせていただいて、判

断基準とさせていただいておりますので、こちらのほうご報

告をさせていただきたいと思います。こちらにつきましては

以上でございます。 

続きまして、今後のスケジュールについてでございますけ

れども、一度調査が終わりまして、アンケートの集計結果が

仮にでも出次第、協議会のほうを、資料1の予定では11月頃

やりたいと考えておりますので。ただ、この集計結果の内容

によりましては、ちょっと協議会のほうずれ込む可能性もご

ざいます。ですので今のところ、あと年度内に2回、協議会

を開催したいというふうに考えておりますので、また後日ス

ケジュール調整のほうをよろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。 

 

●加藤会長 

今、その他でスケジュール等についてご説明申し上げまし

た。何かございましたらどうぞ。 

 

●岡田委員 

ひとつ勝手を言わさせていただきますと、あと2回協議会

をやる場合ですね、日取りとか曜日とかは何か基準を決めて

いるんですか。というのも、皆さん、私も含めて色々な会に

出ているものですから、結構ダブっちゃったりするので、も

しある程度の基準の取り決め等、参考にでも結構でございま

すので、どうなっているんですかね。 

 

●事務局 

本当に申し訳ないんですが、勝手言います。市長の日程調

整の中でやらさせてもらっています。こちらの会議について

は市長が会長になっておりますので。 

 

●加藤会長 

代理制があるはず。 

 

●事務局 

ありますが、申し訳ないですが、基本は市長の日程を中心

に考えさせてもらっております。 

 

●加藤会長 

私は8月6日で任期満了でございます。次の市長に伝えてお



きます。 

それではよろしいですか。 

 

●松井委員 

ひとつだけよろしいですか。戻って申し訳ないんですけれ

ども、現地調査の内容とありますよね、これ外から見たとい

うのでいいんですけれども、例えば隣の人にどういうふうで

すかというようなことはありますか。聞き取りは。 

 

●事務局 

ケースバイケースじゃないかと。先程、地域課長さんが

おっしゃられたように、今こういうご時勢で、なかなか調査

員が隣の家に聞くこと自体があまり好まれないと言ったら

変ですけれども。例えば表に出てこられた方に、ちょっと話

を聞くということはできるんじゃないかと思うので。わざわ

ざ例えばピンポン鳴らして、隣の家のことでちょっと聞きた

いんですけど、というのは難しいかなというふうに思いま

す。 

 

●松井委員 

やっぱり現場でやってると、生の声というのは一番ですか

ら。 

 

●事務局 

ひょっとすると、調査をやっているときにそういった方が

出てこられるケースというのは多々あるんじゃないかな、と

いうふうに考えておりますので。 

 

●松井委員 

もしそういうことがあったならば、備考欄か何かを作って

記載すると。 

 

●事務局 

そうですね。委託する業者のほうには、もしそういうケー

スがあれば備考欄のほうに書いてくれというのは伝えてお

きますので。 

 

●加藤会長 

他によろしいですか。 

 

●百瀬委員 

参考までにお聞かせ願えたらと思うんですけれども、全然

話違うんですけど、名鉄二ツ杁の駅の南側にありました、特

定空家と判断されるような物件が、最近解体されているとい

う事実があります。この事実というのは、やはり清須市から

の勧告とか、注意とか、そういうものによって所有者さんが

壊されたものでしょうか。もしくはその他に何か要因があっ

て、全然関係なく所有者さんが自主的に壊されたんでしょう

か。 



●事務局 

あそこの物件につきましては、色々ご質問をいただいとっ

たところもあるんですけれども、常日頃からやっておりまし

た。危険だということで、天井が抜けておりましたので。勧

告ということまではやれませんので、自主的に管理してくだ

さいという通知は3度4度やったと思います。で、最終的に取

り壊していただけた物件だったということでございます。 

 

●百瀬委員 

ここ最近、やはり日本全国空家対策の関係でどこの自治

体、役所さんも動いてみえると、活発にやってみえると伺っ

てますので、やはりそういう通知を送ることによって、少し

でも空家が減っていくというのはすごくいいと思っており

ます。あと、役所が主体で壊すとかそういうこともやってい

るということも実際聞いていまして、つい最近ですと、世田

谷区のほうで、空家の解体に新手法ということで、所有者不

明の跡地を、不在者財産管理人制度というのを活用して、解

体したりということもあるようなんです。特に、特定空家の

危険なものは早急に何らかの形で対処していかなければい

けないということで動いてみえると思いますので。結構、こ

の協議会のペースが遅いような感じが、私見で申し訳ないで

すが、感じられるところがありまして。ただ、清須市さんに

限って言いますと、愛知県内全部で言いますと最先端を行っ

ていると僕は考えておりまして、少しでも早く、手続きとい

うか、進められたらいいんじゃないかというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

 

●事務局 

改めてご協力よろしくお願いします。 

 

●岡田委員 

もう少しいいでしょうか。特措法の9条でしたか、立ち入

り調査のことがありますよね。前回の協議会でもあったかと

思うんですが、市政推進委員さんで調査をやってみえるとい

う話を耳にしてますけれども、まだお願いしてやってみえる

んですか。 

 

●事務局 

今はやっていないです。これは先程言った特定空家の関係

になりますので、これから委員さんや岡田さんや百瀬さん等

にご相談していかなきゃいかんなと思います。 

 

●加藤会長 

よろしいですか。 

それでは、本日の会議の議事は全て終了しました。会議を

終了いたします。長時間にわたり慎重審議ありがとうござい

ました。進行を事務局にお返しします。 

 

●事務局 



これをもちまして、平成29年度「第1回清須市空家等対策

協議会」を閉会いたします。 

 長時間にわたり、ありがとうございました。 

会 議 の 結 果  会議の経過に示したとおり 

 


